
資料２－３

罪　　　名 　法　定　刑
うち
法定合議事件

うち
必要的弁護事件
　（法定合議事件を含む）

115,391 － －

80,271 6,153 67,427

1,189
公 務 執 行 妨 害 ３年以下の懲役・禁錮 991
職 務 強 要 ３年以下の懲役・禁錮 11
封 印 破 棄 ２年以下の懲役，罰金 3
強 制 執 行 妨 害 ２年以下の懲役，罰金 20
競 売 入 札 妨 害 ２年以下の懲役，罰金 164

9 3
単 純 逃 走 １年以下の懲役 3
被 拘 禁 者 奪 取 ３月以上５年以下の懲役 3 3
逃 走 援 助 ３年以下の懲役 3

210
犯 人 蔵 匿 ２年以下の懲役，罰金 166
証 拠 隠 滅 ２年以下の懲役，罰金 37
証 人 威 迫 １年以下の懲役，罰金 7

714 700 702
現 住 建 造 物 等 放 火 死刑，無期，５年以上の懲役 414 414 414
非 現 住 建 造 物 等 放 火 ２年以上の懲役 198 198 198
自己所有非現住建造物等放火 ６月以上７年以下の懲役 1 1
建 造 物 等 以 外 放 火 １年以上１０年以下の懲役 88 88 88
自己所有建造物等以外 放火 １年以下の懲役，罰金 4
建 造 物 等 延 焼 ３月以上１０年以下の懲役 1 1
放 火 予 備 ２年以下の懲役 8

14
自己所有非現住建造物等失火 罰金 3
重 過 失 失 火 ３年以下の禁錮，罰金 11

5 1
業 務 上 過 失 激 発 物 破 裂 ３年以下の禁錮，罰金 1
ガ ス 等 漏 出 ３年以下の懲役，罰金 3
ガ ス 等 漏 出 致 死 傷 傷害の罪と比較して重い刑【注２】 1 1

14 14 14
電 汽 車 往 来 危 険 ２年以上の有期懲役 14 14 14

5
過 失 往 来 妨 害 罰金 4
業 務 上 過 失 往 来 妨 害 ３年以下の禁錮，罰金 1

2,967
住 居 侵 入 ３年以下の懲役，罰金 2,967

1 1
あ へ ん 煙 輸 入 等 ６月以上７年以下の懲役 1 1

1
浄 水 毒 物 混 入 ３年以下の懲役 1

54 50 50
通 貨 偽 造 無期，３年以上の懲役 8 8 8
偽 造 通 貨 行 使 無期，３年以上の懲役 42 42 42
偽 造 通 貨 収 得 ３年以下の懲役 1
偽 造 通 貨 収 得 後 知 情 行 使 罰金等 3

527 127 512
有 印 公 文 書 偽 造 １年以上１０年以下の懲役 111 111 111
虚 偽 有 印 公 文 書 作 成 １年以上１０年以下の懲役 16 16 16
公 正 証 書 原 本 不 実 記 載 ５年以下の懲役，罰金 230 230
免 状 等 不 実 記 載 １年以下の懲役，罰金 15
電磁的公正証書原本不実記載 ５年以下の懲役，罰金 149 149
公 電 磁 的 記 録 不 正 作 出 １０年以下の懲役，罰金 6 6

155 142 155
偽 造 有 印 公 文 書 行 使 １年以上１０年以下の懲役 132 132 132
虚 偽 有 印 公 文 書 行 使 １年以上１０年以下の懲役 10 10 10
不実記載公正証書原本 行使 ５年以下の懲役，罰金 12 12
不実記録電磁的公正証書原本供用 ５年以下の懲役，罰金 1 1

495 495
有 印 私 文 書 偽 造 ３月以上５年以下の懲役 416 416

勾留された被疑者の罪名別人員　（平成１２年）
ー自動車等による業務上（重）過失致死傷及び道路交通法等違反被疑事件を除くー

通 貨 偽 造

公 文 書 偽 造

偽 造 公 文 書 行 使

私 文 書 偽 造

住 居 侵 入

あ へ ん 煙 関 係

飲 料 水 関 係

船 車 往 来 危 険

過 失 往 来 妨 害

犯 人 蔵 匿 ・ 証 拠 隠 滅

放 火

失 火

激 発 物 破 裂 ・ ガ ス 漏 出

勾　留　許　可

総 合 計

公 務 執 行 妨 害

逃 走

刑　法　犯（自動車等による業務上（重）過失致死傷を除く）

1／4ﾍﾟｰｼﾞ



偽 造 有 印 私 文 書 行 使 ３月以上５年以下の懲役 55 55
私 電 磁 的 記 録 不 正 作 出 ５年以下の懲役，罰金 12 12
不正作出私電磁的記録 供用 ５年以下の懲役，罰金 12 12

90 90
有 価 証 券 偽 造 ３月以上１０年以下の懲役 46 46
偽 造 有 価 証 券 行 使 ３月以上１０年以下の懲役 44 44

24 1
公 印 偽 造 ３月以上５年以下の懲役 1 1
公 記 号 不 正 使 用 ３年以下の懲役 2
私 印 偽 造 ３年以下の懲役 21

8 8
偽 証 ３月以上１０年以下の懲役 8 8

2 2
虚 偽 告 訴 ３月以上１０年以下の懲役 2 2

707
公 然 わ い せ つ ６月以下の懲役，罰金等 254
わ い せ つ 文 書 頒 布 等 ２年以下の懲役，罰金等 453

1,686 170 1,686
強 制 わ い せ つ ６月以上７年以下の懲役 1,516 1,516
強 制 わ い せ つ 致 死 傷 無期，３年以上の懲役 170 170 170

1,506 1,506 1,506
強 姦 ２年以上の懲役 1,045 1,045 1,045
強 姦 致 死 傷 無期，３年以上の懲役 461 461 461

549 313
賭 博 罰金等 136
常 習 賭 博 ３年以下の懲役 100
賭 博 開 帳 等 図 利 ３月以上５年以下の懲役 313 313

75
墳 墓 発 掘 ２年以下の懲役 1
死 体 遺 棄 ３年以下の懲役 74

6 6
特 別 公 務 員 暴 行 陵 虐 ７年以下の懲役・禁錮 5 5
特別公務員暴行陵虐致 死傷 傷害の罪と比較して重い刑【注２】 1 1

90 9 90
単 純 収 賄 ５年以下の懲役 58 58
受 託 収 賄 ７年以下の懲役 13 13
事 前 収 賄 ５年以下の懲役 1 1
加 重 収 賄 １年以上の懲役 9 9 9
あ っ せ ん 収 賄 ５年以下の懲役 9 9

91
贈 賄 ３年以下の懲役，罰金 88
あ っ せ ん 贈 賄 ３年以下の懲役，罰金 3

997 978 978
殺 人 死刑，無期，３年以上の懲役 978 978 978
殺 人 予 備 ２年以下の懲役 19

3 3 3
嬰 児 殺 死刑，無期，３年以上の懲役 3 3 3

25 25
自 殺 関 与 ６月以上７年以下の懲役・禁錮 25 25

16,494 369 14,416
傷 害 １０年以下の懲役，罰金等 14,047 14,047
傷 害 致 死 ２年以上の懲役 369 369 369
暴 行 ２年以下の懲役，罰金等 1,901
凶 器 準 備 集 合 ２年以下の懲役，罰金 172
凶 器 準 備 結 集 ３年以下の懲役 5

35 32
過 失 傷 害 罰金等 2
過 失 致 死 罰金 1
業 務 上 過 失 傷 害 ５年以下の懲役・禁錮，罰金 7 7
業 務 上 過 失 致 死 ５年以下の懲役・禁錮，罰金 18 18
重 過 失 傷 害 ５年以下の懲役・禁錮，罰金 1 1
重 過 失 致 死 ５年以下の懲役・禁錮，罰金 6 6

42 36
遺 棄 １年以下の懲役 6
保 護 責 任 者 遺 棄 ３月以上５年以下の懲役 14 14
保 護 責 任 者 遺 棄 致 死 傷 傷害の罪と比較して重い刑【注２】 22 22

618 618
逮 捕 監 禁 ３月以上５年以下の懲役 428 428
逮 捕 監 禁 致 死 傷 傷害の罪と比較して重い刑【注２】 190 190

939
脅 迫 ２年以下の懲役，罰金 779
強 要 ３年以下の懲役 160

逮 捕 ・ 監 禁

殺 人

嬰 児 殺

自 殺 関 与

傷 害

過 失 傷 害

遺 棄

脅 迫

有 価 証 券 偽 造

印 章 偽 造

偽 証

虚 偽 告 訴

わいせつ・わいせつ文書頒布等

強 制 わ い せ つ

強 姦

贈 賄

賭 博 ・ 富 く じ

礼 拝 所 ・ 墳 墓 関 係

職 権 濫 用

収 賄
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146 101 146
略 取 ・ 誘 拐 ３月以上５年以下の懲役 45 45
営 利 拐 取 １年以上１０年以下の懲役 100 100 100
国 外 移 送 拐 取 ２年以上の懲役 1 1 1

24 24 24
身 の 代 金 拐 取 無期，３年以上の懲役 19 19 19
拐 取 者 身 の 代 金 取 得 無期，３年以上の懲役 5 5 5

120
名 誉 毀 損 ３年以下の懲役・禁錮，罰金 120

329 8
信 用 毀 損 ・ 業 務 妨 害 ３年以下の懲役，罰金 62
威 力 業 務 妨 害 ３年以下の懲役，罰金 259
電子計算機損壊等業務 妨害 ５年以下の懲役，罰金 8 8

28,317 28,317
窃 盗 １０年以下の懲役 26,890 26,890
常 習 特 殊 窃 盗 ３年以上の懲役 19 19
常 習 累 犯 窃 盗 ３年以上の懲役 1,374 1,374
不 動 産 侵 奪 １０年以下の懲役 34 34

1,288 1,272
強 盗 ５年以上の懲役 1,156 1,156
常 習 特 殊 強 盗 ７年以上の懲役 3 3
常 習 累 犯 強 盗 ７年以上の懲役 3 3
強 盗 予 備 ２年以下の懲役 16
事 後 強 盗 ５年以上の懲役 72 72
昏 酔 強 盗 ５年以上の懲役 38 38

1,835 1,835 1,835
強 盗 致 傷 無期，７年以上の懲役 1,716 1,716 1,716
強 盗 致 死 死刑，無期懲役 119 119 119

125 125 125
強 盗 強 姦 無期，７年以上の懲役 124 124 124
強 盗 強 姦 致 死 死刑，無期懲役 1 1 1

6,331 6,331
詐 欺 １０年以下の懲役 6,301 6,301
準 詐 欺 １０年以下の懲役 7 7
電 子 計 算 機 使 用 詐 欺 １０年以下の懲役 23 23

41 41
背 任 ５年以下の懲役，罰金 41 41

6,097 6,097
恐 喝 １０年以下の懲役 6,097 6,097

968 725
横 領 ５年以下の懲役 179 179
業 務 上 横 領 １０年以下の懲役 546 546
遺 失 物 横 領 １年以下の懲役，罰金等 243

463 406
盗 品 等 無 償 譲 受 け ３年以下の懲役 57
盗 品 等 有 償 譲 受 け １０年以下の懲役，罰金 406 406

2,092 177
公 用 文 書 毀 棄 ３月以上７年以下の懲役 38 38
私 用 文 書 毀 棄 ５年以下の懲役 2 2
建 造 物 損 壊 ５年以下の懲役 135 135
建 造 物 損 壊 致 死 傷 傷害の罪と比較して重い刑【注２】 1 1
器 物 損 壊 ３年以下の懲役，罰金等 1,915
公 電 磁 的 記 録 毀 棄 ３月以上７年以下の懲役 1 1

4 － －
爆 発 物 取 締 罰 則 【注】３ 4 － －

1,721 161
暴 力 行 為 （ 集 団 暴 行 等 ） ３年以下の懲役，罰金 1,556
暴力行為（銃砲刀剣類傷害） １年以上１０年以下の懲役 51 51
暴 力 行 為 （ 常 習 傷 害 ） １年以上１０年以下の懲役 79 79
暴 力 行 為 （ 常 習 暴 行 等 ） ３月以上５年以下の懲役 31 31
暴 力 行 為 （ 面 会 要 請 等 ） １年以下の懲役，罰金 4

1 － －
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 【注】３ 1 － －

3 － －
人質による強要行為等の処罰に関する法律 【注】３ 3 － －

19 19
組織的な犯罪・・・る法律（組織的な常習賭博） ５年以下の懲役 1 1
組織的な犯罪・・・る法律（組織的な賭博場開帳等図利） ３月以上７年以下の懲役 10 10
組織的な犯罪・・・る法律（組織的な威力業務妨害） ５年以下の懲役，罰金 7 7
組織的な犯罪・・・る法律（犯罪収益等隠匿） ５年以下の懲役，罰金 1 1

爆 発 物 取 締 罰 則

暴力行為等処罰 に関 する 法律

背 任

詐 欺

強 盗 強 姦

窃 盗

航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律

恐 喝

毀 棄 ・ 隠 匿

横 領

盗 品 等 関 係

人質による強要行為等の処罰に関する法律

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

略 取 ・ 誘 拐

強 盗

強 盗 致 死 傷

身 の 代 金 略 取 ・ 誘 拐

名 誉 毀 損

信 用 毀 損 ・ 業 務 妨 害
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35,120 － －

199 － －
1 － －

99 － －
5 － －

228 － －
660 － －

3 － －
9 － －

1,845 － －
727 － －
430 － －

2 － －
245 － －
18 － －
1 － －

325 － －
54 － －

1,045 － －
223 － －

19,092 － －
23 － －

1,003 － －
41 － －
18 － －

116 － －
28 － －
20 － －
12 － －

168 － －
1 － －
1 － －
7 － －

19 － －
1 － －
8 － －
3 － －
3 － －
4 － －

27 － －
210 － －

1 － －
9 － －
6 － －
3 － －
3 － －
1 － －
6 － －

5,630 － －
72 － －
3 － －

511 － －
984 － －
102 － －
865 － －

【注】１　勾留許可人員数は，平成１２年に既済（起訴・不起訴など検察官が事件の処理を終えたものをいう。）と

　　　　なった被疑事件の人員のうち，逮捕後，被疑勾留が許可されたものの数であり，検察統計年報及び法務省大

　　　　臣官房司法法制部の調査による。

　　　２　刑法犯中，その法定刑が傷害の罪と比較して，重い刑により処断するとされているものについては，致死

　　　　と致傷の区別が判明しないので，致傷として必要的弁護事件に整理した。

　　　３　刑法犯中の爆発物取締罰則，航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律及び人質による強要行為

　　　　等の処罰に関する法律並びに特別法犯については，罰条の内訳が不明であるので，法定合議事件数及び必要

　　　　的弁護事件数が判明しない。

特　別　法　犯（道交法等違反被疑事件を除く）【注】３

公職選挙法（衆議院議院選挙）
公職選挙法（参議院議院選挙）
公 職 選 挙 法 （ 地 方 選 挙 ）
地 方 公 務 員 法
軽 犯 罪 法
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

古 物 営 業 法
火 薬 類 取 締 法
銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法
売 春 防 止 法
児童売春，児童ポルノに係る行為等の・・・法律

無差別大量殺人行為を行った団体の規制等に関する法律

児 童 福 祉 法
自 動 車 損 害 賠 償 保 障 法
食 品 衛 生 法
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
薬 事 法
大 麻 取 締 法
麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法
覚 せ い 剤 取 締 法
あ へ ん 法
毒 物 及 び 劇 物 取 締 法
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を・・・法律

労 働 基 準 法
職 業 安 定 法
所 得 税 法
法 人 税 法
関 税 法
出資の受入れ，預り金及び金利等の取締りに関する法律

た ば こ 事 業 法

宅 地 建 物 取 引 業 法
水 質 汚 濁 防 止 法

農 地 法
鳥獣保護及狩猟 ニ関 スル 法律
森 林 法
水 産 資 源 保 護 法
漁 業 法
外 国 為 替 及 び 外 国 貿 易 法

地 方 公 共 団 体 規 則
そ の 他 の 特 別 法 犯

建 築 基 準 法
出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法
外 国 人 登 録 法
地方公共団体条例（公安条例）

地方公共団体条 例（ その 他）
地方公共団体条例（青少年保護育成条例）

電 波 法
鉄 道 営 業 法
砂 利 採 取 法
河 川 法

道 路 運 送 法
道 路 運 送 車 両 法
船 舶 職 員 法
郵 便 法
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